
第７５１回むつ市教育委員会

規則等の一部改正議案参考資料新旧対照表





目 次

議案第 １号 むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則及びむつ市教育委員会事務局職員等の職名に

関する規則の一部を改正する規則

第１条のむつ市教育委員会事務局組織及び運営規則の一部改正新旧対照表 ３

第２条のむつ市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則の一部改正新旧対照表 ４

議案第 ２号 むつ市教育委員会事務専決代決規程の一部を改正する訓令 ５

第１条のむつ市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正新旧対照表 ‥‥‥‥‥‥‥ ３

第２条のむつ市固定資産評価審査委員会条例の一部改正新旧対照表 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ３

第３条のむつ市火入れに関する条例の一部改正新旧対照表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３

議案第 ７号 むつ市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７

議案第 ８号 むつ市指定地域密着型サービスの事業及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人
員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表 ‥‥‥ ９

議案第 ９号 むつ市指定介護予防支援事業者の指定並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営
並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例新旧対照表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73

議案第１０号 むつ市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を
改正する条例新旧対照表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77



 



むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則及びむつ市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則の一部を改正する規則

第１条のむつ市教育委員会事務局組織及び運営規則の一部改正新旧対照表

改 正 案 現 行

（組織） （組織）

第２条 事務局に次に掲げる課を置く。 第２条 事務局に次に掲げる課及び室を置く。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷ 地域クラブ企画推進課 ⑷ 地域文化・スポーツクラブ設立準備室

（分掌事務） （分掌事務）

第３条 事務局の各課の分掌事務は、次のとおりとする。 第３条 事務局の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課 （略） 総務課 （略）

生涯学習課 （略） 生涯学習課 （略）

学校教育課 （略） 学校教育課 （略）

地域クラブ企画推進課 地域文化・スポーツクラブ設立準備室

⑴ 地域文化・スポーツクラブの運営に関すること。 ⑴ 地域文化・スポーツクラブ設立に関すること。

⑵ 学校部活動の見直し及び移行に関すること。 ⑵ 学校部活動の地域移行に関すること。

（職制） （職制）

第８条 次の表の左欄に掲げる第２条に定める組織（この条において「組織」 第８条 次の表の左欄に掲げる第２条に定める組織（この条において「組織」

という。）に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の という。）に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の

右欄に掲げるとおりとする。 右欄に掲げるとおりとする。

組織 職 職務 組織 職 職務

（略） 教育部長 （略） 事務局 教育部長 （略）

施設整備技術監 １ 部長を補佐し、 （略）

部の事務を整理す

る。

２ 教育施設の整備

に係る政策課題の

企画・研究・調整

に努め、もって政

策の推進を図る。

-3-



３ 自己研鑽に努

め、自ら垂範する

（略）

課等 課長 （略） 課等 課長 （略）

地域文化・スポーツクラブ

設立準備室長

所長 所長

室長 室長

２ （略） ２ （略）

第２条のむつ市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則の一部改正新旧対照表

改 正 案 現 行

（職名） （職名）

第２条 職員の職名は、教育部長、施設整備技術監、理事、政策推進監、副理 第２条 職員の職名は、教育部長、理事、政策推進監、副理事、課長、地域文

事、課長、館長、所長、室長、副所長、総括主幹、館長補佐、主幹、主任指 化・スポーツクラブ設立準備室長、館長、所長、室長、副所長、総括主幹、

導主事、主任主査、指導主事、主査、社会教育主事、課付、主任、主事、栄 館長補佐、主幹、主任指導主事、主任主査、指導主事、主査、社会教育主

養士、技師、調理師、ボイラー技士、自動車運転手、技能員、作業技師とす 事、課付、主任、主事、栄養士、技師、調理師、ボイラー技士、自動車運転

る。 手、技能員、作業技師とする。
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むつ市教育委員会事務専決代決規程の一部を改正する訓令新旧対照表

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め 第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 るところによる。

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略）

⑺ 課長 組織規則第８条第１項に規定する課長、所長及び室長、むつ市公 ⑺ 課長 組織規則第８条第１項に規定する課長、地域文化・スポーツクラ

民館組織等規則（平成１７年むつ市教育委員会規則第１６号。以下、「公 ブ設立準備室長、所長及び室長、むつ市公民館組織等規則（平成１７年む

民館組織等規則」という。）第３条第１項に規定する館長及びむつ市立図 つ市教育委員会規則第１６号。以下、「公民館組織等規則」という。）第

書館規則（昭和４０年むつ市教育委員会規則第１号。以下、「図書館規 ３条第１項に規定する館長及びむつ市立図書館規則（昭和４０年むつ市教

則」という。）第３条第１項に規定する館長をいう。 育委員会規則第１号。以下、「図書館規則」という。）第３条第１項に規

定する館長をいう。

⑻～⑽ （略） ⑻～⑽ （略）

-5-


